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◆（相談を受けた）親族・知人編  
 

相談を受けたら 

（１）相談者が警察へ通報したか確認し、通報していなければ

１１０番するよう働きかける。 

★ 時間が経つほど行動範囲が広がり、通報の遅れが生存率に関わる。 

★ 警察は通常の捜索の他、ひかるくん・ 

ひかりちゃん安心メール（旧はいかい 

シルバーSOSネットワークシステム） 

で登録者に情報提供します。 

 

（２）別添【様式７】聞き取りシート（P１３参照）やメモで、相

談者から聞き取れる範囲で詳しく情報を聞き取る。 

★ 相談者から聞き取りがしやすいよう聞き取りシートを活用する。 

聞き取りシートの用意がない場合は、メモに残す。 

個人情報の公開について、必ず確認する。 

★ 公開する場合、最近の写真があれば提供してもらう。 

 

（３）民生委員※１や自治会長、福祉関係者※２などに協力を求

める。 

    ★ 相談者は冷静な思考状態ではないことが多いため、落ち着いて対処す

るよう心掛け、可能であれば相談者のそばに付添い、支援する。 

   ★ 区役所はハートメールでの周知、出張所は地域によっては防災無線が

活用可能。 

★ 福祉関係者は、各関係機関に情報を拡散、協力の呼びかけなどが可能 

な場合があります。 

 

（４）民生委員や自治会長、福祉関係者などの協力が得られな 

い場合は、自分のできる範囲で協力する。 

 

 

 

ひかるくん・ひ

かりちゃん 

安心メール登録

はこちらから 
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もしもに備えて 
（例２）のように、別添【様式２】を参考に必要な情報を記

載した緊急連絡先などを用意しておきます。 

 また、聞き取りシートも準備しておきます。 

 
（例２）【様式２】緊急連絡先（親族・知人編用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 正しくは民生委員・児童委員。わかりやすくするため民生委員と表現。 

※２ 西蒲区役所（健康福祉課）、西蒲区社会福祉協議会、地域包括支援センター、支え合 

いのしくみづくり推進員、福祉施設など。 

まずは、110番します。

迷う場合は、警察署、交番、派出所に相談しましょう。

可能であれば付添い、

必要な機関に連絡で 相談すると、協力を得られる場合があります。

きるよう支援しま

しょう。

担当ケアマネジャーなどがいる場合は連絡しましょう。

相談を
受けた方

家族・親族・
知人等

福祉関係者
0256-00-0000
025-000-0000

110番
西蒲警察署

0256-72-0110

民生委員、
自治会長など

0256-00-0000
025-000-0000

110番していない場合は、通報協力を依頼しましょう。
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